
第１部 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとる

べき措置 

 

第１章 業務運営の高度化・効率化に関する事項 

 

第１節 情報通信技術を活用した基盤整備 

 

第１ 人事・給与システムの機能改良 

人事・給与システムの機能改良については、平成17年度は、法改正等に伴う規程の改正によ

る次の処理の変更を行った。 

① 平成17年度人事院勧告に伴う統計センター職員給与規程等の改正に対応した処理 

② 勤務１時間当たりの給与額の算出方式の変更に関する同規程の改正に対応した処理 

 

第２ 製表業務に関する文書検索システムの導入の検討及び統計センター全体の情報共有システ

ムについての検討 

１ 製表業務に関する文書検索システムの導入の検討 

製表部では、これまでに作成した製表業務で用いる各種資料や文書等を蓄積し、新たな製表

業務の企画や実施に当たり、有用な情報として利用している。 

一方で、ＬＡＮシステムを始め情報通信技術の活用などもあり、製表業務も多様化し、蓄積

資料等も増加してきていることから、これらの有効活用を更に推進するため、情報収集の簡素化

を図り、情報の共有化を推進することとしている。 

このようなことから、情報通信技術を活用した文書検索システムの導入の検討を開始し、平

成17年度においては、文書検索システムに関するシステム構成、検索方法など基本的な運用方針

を策定した。 

また、システムに用いるソフトウェアの仕様を見定め、ソフトウェアメーカーのヒヤリング

や既成のソフトウェアの実装テストを実施して、適合するソフトウェアの調査等を行っている。 

 

２ 統計センター全体の情報共有システムについての検討 

統計センター全体の文書情報を共有する文書管理システムを導入するため、共有すべき文書

情報を決め、かつ、総務省における文書管理システムの導入・運用の状況も参考にして、統計セ



ンターにふさわしい文書管理システムの在り方の検討を行った。検討の結果、統計センターイン

トラネット(Ｃ－ＮＥＴ)の充実で対応することとし、平成18年度にその具体的内容を確定するこ

ととした。 

また、各課が管理している職員に関する情報を一つのデータベースで共有化させ、業務の効

率化を図るとともに、職員の利便性向上を図ることを目的として、職員情報の共有化をシステム

化することについて検討を行った。検討の結果、統計センターイントラネットを通じて職員情報

を検索する「職員情報検索システム」の構築・導入を決定した。 

 

第３ 家計調査における結果表審査支援システムの導入及び新たな製表システムの企画設計 

１ 家計調査における結果表審査支援システムの導入 

家計調査において、正確かつ効率的な結果表審査を推進するため、結果表審査支援システム

の開発を行い、従来のプリントアウトされた結果表そのものを用いて特異値（特異値と思われる

数値を含む。以下同じ。）を人の目で検出する方法から、特異値を検出するシステムによって作

成された審査表を用いる方法に変更することとした。具体的には、特異値と思われる結果数値を

一定のルールに基づいて色づけにより明示し、特異値を特定できるようにしたシステムである。 

開発に当たっては、平成16年度に審査課内に開発プロジェクトを発足させ、システムの開発

内容、方法等を検討し、一部の開発に着手した。 

平成17年度は、16年度に引き続き開発を進め、12月にシステムの開発を完了し、このシステ

ムを用いて分析的な結果表審査事務に取り組んだ。 

このシステムの開発により、従前の人手による特異値の検出に要していた時間が省かれ、よ

り多くの時間を総合的な判断を要する審査事務に充てることができ、事務の効率化とともに、従

前にも増して正確な結果表審査が行えることとなり、平成18年３月（２月調査分）からの公表の

早期化（集計期間短縮）にも資することとなった。 

 

２ 新たな製表システムの企画設計 

 現行の家計調査製表システムは、クライアント／サーバi型システムの先駆けとして、平成６

年に導入され、業務の効率化によって集計期間の短縮に成果を上げてきているが、10年余を経過

したことによって、現在の組織体制、業務手順、ＬＡＮ環境への適合性が低下してきていること

                             
i
クライアント／サーバ：ネットワークで接続されているサービスを受ける側のコンピュータ（クライアント）と、サービス

をする側のコンピュータ（サーバ）が同期（データ転送において相互にタイミングを合わせる。）を取りながら処理を進め

る形態のことをいう。 



から、製表業務やシステム管理に不具合が生じることがある。 

 また、システム化により人員の削減が図られたが、引き続き多くの人員を要していることから、

更に事務内容の見直しや改善を図りつつ、最適なシステム化を推進する必要がある。 

 このような状況から、新たな製表システムを３年計画で開発することとして、平成17年４月、

製表部内に家計調査製表事務改善検討プロジェクトを設置し、検討を開始した。 

 検討に当たっては、「今後の各種システム開発やレガシーシステムiのＰＣ／サーバ系システ

ムへの移行に適合できる標準的なシステムとして開発する。」ことを基本方針とし、現行事務や

システムの点検、改善点の洗い出し、システム化の範囲、構成、開発体制などについて整理を行

うとともに、平成18年１月から、一部システムの開発に着手した。 

 

第４ プロジェクト管理システムの運用のための基礎情報の収集･整理及びシステムの改善 

一般にシステム開発（プログラム開発を含む。以下同じ。）の進捗管理を行うには、いわゆる

プロジェクトマネジメントの手法を用いて、「時間」、「コスト」、「リソース(人、モノ)」と

いうプロジェクトの３要素を的確に管理することが重要といわれている。 

このプロジェクトマネジメントによって、情報処理担当部門におけるシステム開発工程の進捗

状況を的確に管理するには、システム開発に係る作業項目（プログラム単位、プログラムを構成

する部品単位等）ごとに、適切な計画を策定した上で、その計画と実績を比較しなければならな

い。また、適切な計画を策定するには、過去の類似システムの開発実績が資料として必要になっ

てくる。 

 これらのことから、市販のプロジェクトマネジメントツールを導入し、システム開発工程の進

捗管理を試行運用することとした。 

平成17年度においては、「プロジェクト管理システム」の運用を各プロジェクトに対して行い、

プログラム開発時間等の実績を収集するとともに、システム開発の進捗状況を共有化するため、

視覚的に画面表示を活用しやすくするなどの改善を行った。また、実績情報を活用しやすいよう

に各種リストを作成する機能を追加した。 

平成18年度においては、引き続き実績の蓄積を行うとともに、これを活用してより正確な計

画策定を試行する予定である。 

 

 

                             
i
レガシーシステム：時代遅れとなった古いシステムのこと。 



第５ 平成17年国勢調査用の集計機器の導入 

統計センターに設置された平成17年国勢調査製表検討会議の決定に基づき、平成17年国勢調査

集計用ホストコンピュータiシステム及び平成17年国勢調査用クライアント／サーバシステムを

導入した。 

 

１ 平成17年国勢調査集計用ホストコンピュータシステムの導入 

平成17年国勢調査集計用ホストコンピュータシステムについては、平成17年８月に、既存機

種（ＩＢＭ9672－RA6）と結合する形態でＩＢＭ2086－A04を導入した。既存機種と連携した運用

を行うことにより、障害対応の向上、運用の効率化を図っている。また、サマリーシステムiiの

一部（個別データ作成処理等）をクライアント／サーバシステムに移行することにより、ホスト

コンピュータの負荷が軽減されるため、ＣＰＵの処理能力を下げることにより、経費の削減を

図った。これにより、５年間のリース総額において約２億8500万円の合理化を見込んでいる。平

成17年度では、約5000万円の合理化が図られた。 

導入に当たっては、既存機種による経常調査のサマリー集計が円滑に運用できるよう、既存

機種を利用する総務省統計局とも連携を図って、事前にシステムを作成し、動作確認作業を行っ

た。 

 

２ 平成17年国勢調査用クライアント／サーバシステムの導入 

平成17年国勢調査用データチェックシステムについては、平成12年調査のシステムと同様に

クライアント／サーバシステムを活用し、集計の更なる効率化とセキュリティの強化を図ること

とし、平成17年９月にデータベース用サーバ、イメージサーバ、暗号化装置、クライアント装置

などを導入した。 

平成12年国勢調査用データチェックシステムと比較し、次の改善を図った。 

① データベース用サーバを20台から２台に台数を削減するとともに、障害対応策として

１台のサーバに障害が発生した場合、別の１台に自動的に処理を引き継ぐことができるク

ラスタ構成iiiに変更した。 

                             
i
ホストコンピュータ：一般的には、情報処理システムの中核のコンピュータのことをいい、統計センターでは、情報システ

ム室に設置している汎用コンピュータを指す。 
ii
サマリーシステム：チェック済みデータから結果表を作成するまでの一連処理を行うシステムのことで、分布・合算・加

工・編集処理のプログラムで構成されている。 
iii
クラスタ構成：複数台のコンピュータをネットワークで接続し、一体のものとして処理や運用ができるようにしたシステ

ム構成のことをいう。1 台のコンピュータに障害が発生した場合に、他の正常なコンピュータが処理を引き継ぐことによる障

害からの早期復旧や、負荷分散の目的で使われる。一方をアプリケーション実行の「本番用」、もう一方を「待機用」とし

て使う形態や、両方でアプリケーションを稼働させる形態がある。 



② イメージサーバに暗号化装置を導入し、セキュリティを一層高めた。 

③ クライアント用ＰＣにセキュリティ管理用ソフトウェアを導入して、外部媒体の使用

を禁止するとともに操作記録の監視を行うこととし、セキュリティを一層高めた。 

 

３ 平成17年国勢調査調査票入力用ＯＣＲシステムの導入 

平成17年国勢調査の調査票入力用ＯＣＲシステムについては、都道府県からの調査票の提出

開始が前回調査時に比べ３週間遅れとなったことに伴い、調査票入力期間を短縮化することを踏

まえ、およそ７か月間で調査票の入力を行うこととし、ＯＣＲシステム11台を平成17年12月まで

に導入した。 

 

第６ ホストコンピュータの今後の在り方の検討 

集計機器の費用低減を検討するため、情報処理課内にプロジェクトを発足させ、ホストコン

ピュータからクライアント／サーバシステムへの移行、その方法、スケジュール等について検討

を行った。なお、平成18年度においても、引き続き検討を行う予定である。 

 

第７ システム開発における汎用化の推進に関する検討 

ホストコンピュータのクライアント／サーバシステムへの移行計画を踏まえ、各調査の集計

システム開発の正確性を確保するため、ホストコンピュータ用の汎用サマリーシステムを継承し

たクライアント／サーバシステム用の新たな汎用サマリーシステムの開発を検討している。 

 

第８ 受託業務に関するシステム開発業務の省力化 

統計センターでは、国の中央集計機関として各府省・地方公共団体からの製表業務を積極的

に受託することとしている。 

受託に当たっては、統計センターの限られた資源の中で、委託者の満足が得られるような正

確な集計、提出期限の厳守、最小限の労力及び経費での実施を目指している。 

このため、受託業務の基盤となるシステム開発業務においては、①市販の汎用集計ソフト

ウェアの活用、②統計センターで開発した汎用集計ツールの活用、③既存システムの有効活用を

基本に事務の省力化に取り組んでいる。 

平成17年度は、18年度から集計を行う東京都生計分析調査の開発業務において、データ

チェックシステムについては、家計調査のデータチェックシステムを一部修正して用い、サマ



リーシステムについては、市販の汎用集計ソフトウェアを利用して開発要員の増加を抑えた。 

また、平成18年度から集計を行う総務省統計局の家計消費状況調査の開発業務においても、

統計センターで開発した汎用集計ツール等を利用することとした。 

 

第９ 産業分類自動格付の研究成果の活用 

産業分類自動格付については、平成15年度から研究センターにおいて利用可能性の研究が進

められ、16年８月にその研究成果がまとめられた。 

製表部では、この成果を平成16年事業所・企業統計調査で活用することとし、地方公共団体

が格付した新設事業所（小規模事業所）の産業分類検査事務及び存続事業所の産業分類検査事務

に、この「産業分類自動格付システム」を用いた。具体的には、地方公共団体の格付符号と産業

分類自動格付システムとの分類格付符号を比較し、一致しなかった（自動格付できなかったもの

も含む。）符号のみを人手で検査する方法を採った。これにより、従来の人手による検査方法に

比べ、約55％の投入量が削減された。 

製表業務の中で最も労力、時間を要する符号格付事務において、自動格付方式を実現してい

くことは、将来の製表業務の省力化、効率化のほか、正確性の確保に寄与するものとして期待さ

れる。今後は、他調査への利用の拡大を図ることについても検討を進めていくこととしている。 

 

図 人手による符号検査事務と自動格付システムを活用した符号検査事務の比較 
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第２節 充実･拡充分野への職員の配置 

 

統計センターにおける情報の安全及び危機管理の体制整備を図り、適切な業務運営を確保する

ため、平成17年４月１日付けで組織改正を行い、総務課に、職員及び各種情報の安全確保等、危

機管理の充実・整備の推進を担当する情報安全対策係を設置した。また、平成18年１月１日付け

で組織改正を行い、統計センターの主要な業務・システムの最適化の実現を図るため、情報化統

括責任者（ＣＩＯ）の位置付けを明確にするとともに、総務課に情報化統括責任者補佐官（ＣＩ

Ｏ補佐官）を配置した。さらに、次期中期計画策定に向けて、経営企画室に重要事項に関する調

査を担当する調査係を設置するとともに、第１期中期計画の業務実績の評価を担当する評価係を

総務課から移管した。 

 



第３節 業務手法・体制等の見直しによる業務経費の削減 

 

第１ ペーパーレス化の推進による経費削減 

統計センターでは、会議関係資料等の作成における両面印刷の徹底や、事務連絡及び業務関連

資料等の回覧等に電子メールを活用することなどにより、ペーパーレス化を図っているところで

ある。平成17年度は、６月に各課室等に対し、プリンターの出力設定を「両面印刷」に設定の上、

両面印刷の徹底を図るよう通知し、更に、両面印刷の設定方法を統計センターイントラネット（Ｃ

－ＮＥＴ）に掲載することにより、職員への周知徹底を図った。また、10月には、各課室等に対

し、コピー機の初期設定において両面コピーを優先するよう通知した。 

これにより、総務部門のコピー用紙使用量を前年度比17.4％削減し、目標である対前年度比

５％以上削減を大幅に上回って達成することができた。また、統計センター全体でみると、15.9％

削減している。 

ペーパーレス化をより一層推進するためには、何よりも職員一人一人の理解・協力が不可欠で

あることから、職員には今後も機会をとらえ、ペーパーレス化に関する啓発を図っていくことと

している。 

 

第２ 超過勤務時間（経費）の削減 

これまで、業務手法の見直しや機能別組織体制の定着化等により、超過勤務時間の縮減を図っ

てきたところである。平成17年度においては、当該年度に行う周期調査によって、業務量が変動

するため、削減目標の設定がなじまない製表部等を除き、総務部の超過勤務時間を対前年度比５％

削減という目標を立て、各担当において業務の前倒しなどによる平準化に努めた結果、総務部全

体の超過勤務時間を前年度比6.8％(935時間)、金額にして196万円（６％減）削減した。 

 

第３ 管理事務に係る各種システムの段階的一元化の検討 

管理事務に係る各種システムの維持・管理に係る経費の削減及び各種システム間の連携による

データの共有化等、効率的業務運営を図ることを目的として、管理事務に係る各種システムの一

元化について検討を行った。具体的には、情報推進化本部に設置された管理業務システム検討部

会の場で行った。多額の維持・管理経費の削減には、既製品の活用が不可欠と考え、ＥＲＰパッ

ケージの適用を検討した。検討の結果、工程管理システム及び人事・給与システムについて、機

能要件等が最適なＥＲＰパッケージを決定し、両システムの段階的一元化が了承された。（平成17



年８月11日情報化推進本部、９月21日情報システム審査会、９月27日役員会議で了承） 

工程管理システムについては、平成17年12月に導入し、18年６月の本格運用に向けて、準備作

業を行った。 

人事・給与システムについては、平成18年度に導入することとした。 

この管理事務に係る各種システムの一元化計画による経費の見通しは、表のとおりであり、現

行システムのまま運用した場合と比較すると、完全に新システムに切替わる平成19年度以降、大

幅な経費の縮減が図られることとなる。なお、導入経費（6757万4000円）は、約２年間の運用後

（平成20年度）には回収できると見込まれる。 

 

表 管理事務に係る各種システムの一元化計画による経費の見通し 

（単位：千円） 

ｼｽﾃﾑ        年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

人事・給与 (維持管理)35,000 35,000 35,000 35,000

工程管理 (維持管理)15,042 15,042 15,042 15,042

現行ｼｽﾃﾑの

まま運用し

た場合 合 計(A) 50,042 50,042 50,042 50,042

人事・給与 ― (導入)15,435 (維持管理)3,087 3,087

工程管理 (導入)15,435 (維持管理)3,087 3,087 3,087

機器経費 (導入)36,704 (保守)3,670 3,670 3,670

並行稼動経費 50,042 25,000 ０ ０

新ｼｽﾃﾑを導

入・運用した

場合 

合 計(B) 102,181 47,192 9,844 9,844

差額((B)－(A)） 52,139 △2,850 △40,198 △40,198

累 計 52,139 49,289 9,091 △31,107

注）現行システムの維持管理経費は、過去３か年度の実績を基に推計した。 

注）並行稼動経費とは、新システムの安定運用を図るまで、現行システムを並行稼動させることにより必要と

なる経費である。 

 

 

 

 



第２章  効率的な人員の活用に関する事項 

 

第１節  職員の能力開発 

 

第１ 内部研修の見直し及び専門能力の向上策の推進のための外部研修等への職員の派遣 

１ 統計センターにおける内部研修の見直し、外部研修等への職員の派遣 

統計センターの職員として必要な能力の向上を目的として、内部研修を実施し、また、外部研修

等へ職員を派遣した。 

内部研修に関しては、特に階層別研修において、組織内で必要なその階層のスキルレベルを修得

できるような実践的な内容になるよう研修科目を見直した。また、業務に必要な専門能力を向上さ

せるため、各省等が実施する適当な外部研修等に積極的に職員を派遣した。 

平成17年度においては、内部研修延べ754人、外部研修等延べ295人、合計延べ1,049人が受講し

た(職員一人当たり１回に相当)。 

平成17年度の主な内部研修及び外部研修は、第１表のとおりである。 

 

第１表 平成17年度の主な内部研修及び外部研修 
研修区分 研修名 

4/1付新規採用職員研修 

10/1付新規採用職員研修 

新規採用職員フォローアップ研修 

実務基礎研修その１ 

実務基礎研修その２ 

統計基礎研修 

主任等研修 

係長等研修 

管理職員研修 

語学研修(ビジネス英会話) 

内部研修 

ＰＣ研修 

任用実務研修会 

情報システム統一研修「セキュリティⅡ」 

原価計算入門(管理会計編) 

最新のメンタルヘルス対策 

行政評価のための統計的手法(国等) 

アンケート調査実践講座 

プロジェクトの品質マネジメント 

プログラムの設計と開発 

Adamｽｸﾘﾌﾟﾄによるｺﾏﾝﾄﾞ応用 

（応用コース）   設計・開発テクニック 

外部研修 

ソフトウェア品質マネジメントセミナー 管理者コース 

 

 

  



２ 各課室等における業務研修の実施 

内部研修及び外部研修に加え、各課室等において、それぞれの業務に必要な知識を有する人材を

育成するためや各製表事務を統一的かつ正確、迅速に処理するための業務研修を実施した。 

この業務研修には、平成17年度において、延べ5,616人が受講した(職員一人当たり６回に相当)。 

平成17年度の各課室等における主な業務研修は、第２表のとおりである。 

 

第２表 平成17年度の各課室等における主な業務研修 
課室等名 研修名 

福利厚生課 福利厚生課職員のスキルアップを図るための研修 

事業管理課業務の基礎知識に関する研修 
事業管理課 

品質管理に関する講演会 

平成17年国勢調査総合研修 
事業企画課 

平成17年国勢調査産業・職業分類指導者研修 

各調査の製表事務に関する業務研修 

自動審査コンスタントの作成に関する研修 

職業・産業分類勉強会 

ホストコンピュータ集計を行う場合の標準的な手順を把握するた

めの研修 

ＰＣ版結果表自動審査システムに関する研修 

製表グループ 

非常勤職員の服務管理等リーダー研修 

結果表審査の概要及び経常調査の概要に関する研修 
審査課 

周期調査の結果表審査事務に関する研修 

ＰＣによるプログラム開発方法 

ホストによるプログラム開発方法 

Adam-Report、Adam-Rex 

VBAプログラミング 

新人フォローアップ研修 

品質管理 

データベース 

フレームワーク部品研修 

VB.NET技術情報紹介 

便利なツール 

システム設計 

情報処理課 

論理データベース設計 

 

第２ 職員自らが業務に必要な能力を身に付けるための環境づくり 

 「目標による管理」の手法を用いたＳＴＥＰ制度（Skill、Thinking、Endeavor、Progress）

の定着を図るため、その目的や仕組み等を解説した「ＳＴＥＰの手引」を作成し、全職員に配布

した。また、ＳＴＥＰに係る情報のイントラネットへの掲示、電子メールによる質疑応答体制の

確立などの環境づくりに取り組んだほか、職員との意見交換の機会を設け、ＳＴＥＰに対する理

解の浸透を図った。(評価制度の詳細については、「第４部第１章第３節 評価制度の導入」を

参照) 

  



第２節 組織体制の見直し 

 

第１ 現行業務体制の点検 

平成16年度の組織改正では、機能別組織体制による業務運営の機動性の向上及び業務課題への

対応力の向上のため、業務体制の見直しを行ったところであるが、更なる効率化を推進するため、

所掌事務の見直し等を行い、17年４月１日に組織改正を行った。 

平成17年４月１日の組織改正では、ＩＴを活用した事務改善等の推進並びに職員及び各種情報

の安全確保等、適切な危機管理対策を推進するため、総務課に情報化推進係及び情報安全対策係

を振替設置した。 

 

 


